
幕
領
買
納
制
の
成
立
と
構
造

！
江
戸
田
貝
納
の
考
察
を
中
心
に
　
！

は

　

じ

　

め

　

に

本
　
　
城
　
　
正
　
　
徳

石
高
制
に
基
づ
く
米
納
年
貢
制
が
、
幕
藩
制
の
経
済
構
造
や
領
主
－
農
民
と
い
う
幕
藩
制
社
会
に
お
け
る
基
本
的
階
級
関
係
を
基
礎
づ
け
て
い

る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
納
年
貢
制
す
な
わ
ち
近
世
貢
租
制
度
の
研
究
は
、
幕
藩
制
社
会
を
理
解
す
る
上
で
不

可
欠
の
研
究
分
野
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
に
お
け
る
頁
租
研
究
の
代
表
的
研
究
者
で
あ
る
森
杉
夫
氏
が
、
一
九
六
六
年
当
時
に
、

（1）

い
ま
だ
研
究
史
の
整
理
も
な
さ
れ
て
い
な
い
と
評
し
た
よ
う
に
、
研
究
の
蓄
積
は
十
分
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
後
の
研
究
状
況
を
み
て
も
、
確

か
に
微
租
法
や
在
払
制
度
な
ど
研
究
の
進
展
が
認
め
ら
れ
る
分
野
は
あ
る
も
の
の
、
貢
租
研
究
全
体
と
し
て
い
え
ば
、
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も

（2）

な
お
多
く
の
検
討
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
い
の
う

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
貫
納
制
も
、
そ
う
し
た
研
究
の
遅
れ
て
い
る
貢
租
制
度
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
貫
納
制
の
存
在
は
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
は
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
辞
典
や
市
史
増
の
記
述
あ
る
い
は
断
片
的
な
記
載
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
制
度
的
内
容
す
ら
な
お
十
分
に
は
解

明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



そ
こ
で
本
稿
で
は
、
買
納
制
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
買
納
制
と
は
何
か
と
い
う
点
を
、
主
と
し
て
制
度
史
的
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
買
納
制
に
関
す
る
従
来
の
理
解
を
検
討
し
た
う
え
で
、
そ
の
成
立
期
を
さ
ぐ
り
（
第
二
即
）
、
つ
い
で
江

戸
に
お
け
る
買
納
仕
法
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
（
第
二
節
）
、
さ
ら
に
以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
貫
納
制
の
制
度
的
構
造
と
特
徴
に
つ
い

て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
と
し
た
い
（
第
三
節
）
。

一
買
納
制
と
そ
の
成
立

（3）

幕
末
期
の
幕
領
農
村
支
配
の
あ
り
方
を
述
べ
た
『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
に
は
、
「
員
納
」
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
て
い
る
。

洪
水
の
害
を
受
け
、
稲
草
永
く
水
中
に
浸
漬
し
、
後
日
成
熟
す
る
も
、
米
質
粗
悪
納
米
に
充
て
難
き
類
、
又
は
納
所
着
迄
の
間
欠
減
し
、

不
足
を
生
じ
た
る
場
合
、
又
は
難
破
船
に
よ
り
海
中
へ
沈
没
せ
し
と
き
の
如
き
、
止
む
な
き
も
の
に
限
り
、
江
戸
其
他
の
納
所
に
於
て
、
自

村
米
相
当
の
他
産
米
を
購
入
し
、
代
米
納
を
許
す
こ
と
あ
り
、
之
を
買
納
と
云
ふ
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
買
納
制
と
は
、
①
自
然
災
害
に
よ
る
米
質
の
低
下
や
輸
送
中
の
自
然
減
量
・
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
年
貢
米
の
不
足
が
生
じ
た

場
合
、
②
幕
府
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
③
自
村
米
相
当
の
品
質
を
有
す
る
他
産
米
を
、
④
江
戸
な
ど
の
納
所
（
年
貢
米
の
納
入
地
）
に
お
い
て
、

購
入
し
、
再
納
入
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
史
料
に
も
と
づ
く
こ
う
し
た
理
解
な
い
し
説
明
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
買
納
制

に
関
す
る
最
も
ま
と
ま
っ
た
記
述
で
あ
る
『
国
史
大
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館
）
、
『
日
本
歴
史
大
辞
典
』
（
河
出
書
房
）
、
『
日
本
経
済
史
辞
典
』
（
日

本
評
論
社
）
の
貫
納
項
目
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
お
り
（
と
く
に
後
二
者
で
は
、
右
の
史
料
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
紹
介
す
る
こ
と
で
項
目

の
説
明
と
し
て
い
る
）
、
お
お
む
ね
、
買
納
制
に
つ
い
て
の
現
在
の
理
解
な
い
し
研
究
の
水
準
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
も
の
の
よ
う
に
恩



わ
れ
る
。

本
稿
で
も
、
右
の
理
解
を
出
発
点
と
し
た
い
が
、
そ
の
際
、
以
下
の
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
買
納
制
の
説
明
と
し
て

あ
げ
た
右
の
①
～
④
の
諸
点
は
、
同
時
に
、
貫
納
制
の
構
成
要
件
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
は
E
員
納
理
由
な
い
し
そ
の
限
定

と
い
う
要
件
を
、
ま
た
②
は
実
施
に
あ
た
っ
て
の
出
願
の
必
要
性
と
許
可
権
者
の
所
在
を
、
③
は
貫
納
米
の
品
質
な
い
し
そ
の
特
定
を
、
さ
ら
に

④
は
買
納
米
の
購
入
・
納
入
地
の
指
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
買
納
制
は
、
以
上
の
よ
う
な
制
度
的
要
件
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
貫
納
制
は
い
っ
た
い
い
つ
の
時
点
で
成
立
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
従
来
明
確
な
論
及
は
乏
し
い
が
、
『
布
施
市
史
』

に
よ
れ
ば
、
幕
府
は
、
そ
れ
ま
で
正
米
に
し
か
え
て
蔵
納
さ
せ
る
か
金
納
さ
せ
て
い
た
江
戸
浅
草
蔵
納
分
の
選
出
米
（
蔵
納
の
時
に
米
質
が
悪
く

は
ね
ら
れ
た
米
）
・
沢
手
米
（
海
水
・
雨
水
な
ど
で
濡
湿
し
た
米
）
な
ど
を
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
九
月
に
い
た
り
、
よ
り
吟
味
を
適
正

に
し
、
本
当
に
蔵
納
に
不
適
な
分
の
み
を
、
貫
納
ま
た
は
金
銀
納
さ
せ
る
こ
と
に
改
め
た
と
の
記
述
が
あ
慰
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
江
戸
廻
米
分
に

つ
い
て
は
こ
の
享
保
十
七
年
令
に
よ
り
買
納
制
が
成
立
し
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
留
意
す
べ
き
は
、
享
保
十
年
と
推
定
さ
れ
る

「
諸
納
米
金
納
伺
之
儀
に
付
御
定
事
」
と
い
う
史
料
の
な
か
に
、
す
で
に
「
御
年
貢
米
、
二
条
・
大
坂
・
江
戸
御
蔵
納
之
節
（
略
）
御
蔵
納
に
難

、
．
い
l

成
分
は
、
買
納
等
に
致
候
筈
」
の
文
言
が
あ
り
、
享
保
十
年
以
前
か
ら
江
戸
廻
米
の
み
な
ら
ず
京
都
二
条
・
大
坂
蔵
納
分
に
つ
い
て
も
、
す
で
に

貫
納
が
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
幾
内
・
東
北
の
幕
領
で
は
、
よ
り
早
い
段
階
で
あ
る
十
七
世
紀
後
半
に
は
買
納
制
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
元
禄
七
年

（
〓
ハ
九
四
）
の
和
泉
国
大
鳥
那
高
石
南
村
の
明
細
帳
に
は
「
六
分
米
之
事
」
と
し
て
、
「
当
村
之
義
ハ
、
畑
方
多
御
座
以
故
、
御
米
毎
年
不
足
仕

候
二
付
、
小
野
半
之
助
様
御
代
官
所
之
節
ハ
、
不
足
米
大
坂
二
面
買
来
任
、
上
納
仕
候
」
と
み
え
葱
同
村
が
代
官
小
野
氏
の
支
配
に
属
し
た



（7）

の
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
で
あ
り
、
貞
享
二
年
（
〓
ハ
八
五
）
に
も
支
配
の
継
続
が
確
認
で
き
る
。
明
細
帳
と
い
う
史
料
の
性
格
か
ら
み
て
、

こ
の
大
坂
で
の
買
納
が
幕
府
公
認
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

一
方
、
東
北
に
お
い
て
も
、
延
宝
九
年
（
〓
ハ
八
こ
に
出
羽
国
村
山
地
方
の
幕
領
（
寒
河
江
領
）
か
ら
巡
見
仲
に
出
さ
れ
た
願
書
の
〓
即
に

「
寒
河
江
領
弐
万
三
百
石
余
之
内
五
千
石
余
、
山
等
之
村
々
深
山
近
所
こ
御
座
候
へ
ば
、
悪
米
こ
て
御
年
貢
米
エ
バ
不
罷
成
候
故
、
年
々
買
米
仕
、

御
年
貢
二
相
納
迷
惑
仕
候
」
と
あ
る
こ
と
を
知
璽
か
な
り
大
規
模
な
買
納
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
が
、
さ
き
の
高
石
南
村
同
様
、
耕

地
立
地
条
件
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
E
員
納
は
百
姓
に
と
っ
て
迷
惑
と
指
摘
し
て
い
る
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
事
例
か
ら
み
て
、
幕
領
買
納
制
は
十
七
世
紀
後
半
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
畿
内
幕
領
に
お
い
て
は
、

す
で
に
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
正
月
に
代
官
今
井
氏
よ
り
つ
ぎ
の
よ
う
な
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
璧

一
御
年
貢
米
、
あ
ら
ぬ
か
、
粉
米
等
無
之
様
二
仕
、
田
舎
米
買
納
中
間
敷
候
（
略
）

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
田
舎
米
と
い
う
文
言
か
ら
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
低
品
質
米
に
よ
る
買
納
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
買
納
米
の

品
質
を
問
題
と
す
る
こ
う
し
た
禁
令
が
出
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
幕
府
の
定
め
る
本
来
の
買
納
制
度
に
反
す
る
不
汚
行
為
で
あ
っ
た
が
た
め
と
患

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
禁
令
の
存
在
は
、
幕
領
買
納
制
の
成
立
が
十
七
世
紀
前
半
、
当
面
、
〓
ハ
四
〇
年
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
。

幕
領
米
の
全
国
的
規
模
で
の
廻
漕
が
、
寛
文
期
の
い
わ
ゆ
る
東
廻
り
海
運
・
西
廻
り
海
運
の
成
立
に
よ
っ
て
、
整
備
・
拡
大
さ
れ
た
の
は
事
実

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
関
東
幕
領
か
ら
江
戸
へ
の
年
貢
米
廻
漕
機
構
は
遅
く
と
も
寛
永
期
に
、

ま
た
畿
内
幕
領
か
ら
の
大
坂
蔵
詰
米
は
元
和
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
璽
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
買
納
制

が
、
本
来
、
年
貢
不
足
米
の
納
所
地
で
の
追
加
購
入
に
よ
る
再
納
入
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
成
立
が
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
初



期
的
な
幕
領
廻
米
体
制
の
成
立
期
か
そ
れ
に
近
い
時
期
、
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
前
半
期
に
求
め
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
も
の
と
考
え
る
。

二
　
買
納
仕
法
の
展
開

本
節
で
は
、
前
節
で
の
買
納
制
成
立
に
関
す
る
考
察
を
う
け
、
江
戸
に
お
け
る
買
納
仕
法
の
異
体
的
な
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え

る
。
江
戸
を
対
象
と
す
る
の
は
、
幕
領
廻
米
の
大
半
が
江
戸
に
集
中
す
る
か
ら
で
あ
り
、
幕
領
貫
納
制
は
ま
ず
江
戸
廻
米
か
ら
検
討
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
は
、
全
幕
領
年
貢
米
米
納
分
の
う
ち
実
に
七
六
・
九
％
（
四
二
万
石
余
）
が

、
〓
」

江
戸
御
蔵
納
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
江
戸
の
買
納
仕
法
で
あ
る
が
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
に
は
大
坂
・
二
条
蔵
納
分
と
と
も
に
一
時
的
に
買
納
が
禁
止
さ
れ
、
同
十
七

年
に
は
不
良
米
吟
味
の
適
正
化
と
と
も
に
復
活
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
節
で
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
同
二
十
年
に
な
っ

て
、
筑
前
屋
善
兵
衛
な
る
者
が
、
百
姓
と
廻
船
船
頭
か
ら
世
話
料
を
と
る
こ
と
を
条
件
に
、
撰
出
・
沢
手
・
色
替
米
の
正
米
に
よ
る
代
納
を
請
け

加
噸
泡

負
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
期
間
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
ま
で
の
七
年
間
（
最
初
の
一
年
は
半
高
請
負
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
筑
前
屋
の

正
米
代
納
が
貫
納
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
町
人
に
よ
る
貫
納
引
請
の
最
初
の
事
例
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
正
米
の
調
達
方
式

は
明
ら
か
で
は
な
い
。

「
〓
、

つ
い
で
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
十
二
月
に
い
た
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

諸
国
御
年
貢
米
納
之
節
（
略
）
代
米
員
納
之
儀
、
是
迄
御
勘
定
所
江
伺
之
上
、
遂
吟
味
、
御
蔵
出
米
・
町
米
之
内
、
其
場
所
相
応
之
米
、
入

札
之
上
致
買
約
束
候
、
以
来
者
、
右
御
勘
定
所
下
知
柏
済
候
ハ
ゝ
、
可
成
丈
町
米
買
納
相
減
候
積
、
其
御
代
官
よ
り
何
国
米
代
相
応
之
出
来



石
数
何
程
買
収
い
た
し
度
段
、
浅
草
御
蔵
役
所
江
書
付
さ
し
出
置
候
ハ
ゝ
、
右
場
所
相
応
之
出
米
有
之
節
、
御
蔵
方
よ
り
札
さ
し
行
事
共
再

出
米
之
内
、
石
数
何
程
㌧
買
納
有
之
段
申
渡
、
尤
其
御
代
官
れ
御
蔵
奉
行
よ
り
可
達
候
間
、
御
代
官
罷
出
、
御
蔵
奉
行
立
会
、
納
名
主
・

納
宿
と
も
へ
為
買
取
、
御
蔵
納
儀
ハ
是
迄
之
仕
来
之
通
可
被
相
心
得
候
（
略
）
都
而
買
納
米
之
儀
引
請
取
斗
、
右
代
金
者
、
御
代
官
所
江

取
立
、
相
払
可
被
申
候
（
略
）

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
明
和
二
年
以
前
に
お
い
て
は
、
第
一
に
村
方
か
ら
の
買
納
の
出
願
は
、
個
々
の
代
官
所
で
は
な
く
勘
定
所
に
お
い
て
裁

l
、
〓
し

許
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
買
納
米
は
「
御
蔵
出
米
」
す
な
わ
ち
幕
府
浅
草
蔵
か
ら
の
払
出
米
か
、
「
町
米
」
す
な
わ
ち
江
戸
市
中
に
お
け
る
商
人

取
扱
米
の
う
ち
、
年
貢
納
入
村
と
同
程
度
の
品
質
を
有
す
る
米
を
入
札
に
よ
っ
て
購
入
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
以
上
の
過
程
は
、
基
本
的

に
村
方
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
く
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
村
方
直
買
納
仕
法
と
い
う
べ
き
内
容
を
も
つ
。
と
こ
ろ
が
、
同

年
以
降
は
、
勘
定
所
に
よ
る
裁
許
は
同
一
で
あ
る
が
、
仕
法
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
第
一
に
、
買
納
米
は
、
町
米
で
な
く
蔵

出
米
に
よ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
第
二
に
、
こ
の
蔵
出
米
貫
納
に
つ
い
て
は
、
村
方
か
ら
直
接
で
は
な
く
、
そ
の
支
配
代
官
か
ら
購
入
希
望
米
の

品
質
・
数
量
を
記
し
た
書
付
を
浅
草
御
蔵
役
所
へ
さ
し
出
す
こ
と
、
が
定
め
ら
れ
る
。
第
三
に
、
希
望
米
に
合
致
す
る
出
米
が
あ
る
時
は
、
蔵
方

よ
り
札
差
行
事
に
対
し
て
そ
の
旨
を
申
渡
し
、
支
配
代
官
・
蔵
奉
行
が
立
会
い
の
う
え
で
、
出
米
を
納
名
主
・
納
宿
へ
買
取
ら
せ
る
。
ま
た
第
四

に
、
出
米
の
購
入
代
金
は
、
村
方
よ
り
代
官
所
へ
納
入
し
、
代
官
所
が
支
払
い
を
行
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
蔵
出
米
優
先
主
義
を
前
提
と
し
た

こ
の
新
し
い
蔵
出
米
員
納
仕
法
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
代
官
（
代
官
所
）
が
果
す
役
割
の
大
き
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
仕
法
で
は
、

代
官
（
代
官
所
）
が
出
願
・
購
入
・
代
金
納
入
の
す
べ
て
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
仕
法
を
、
代
官
な
い
し
代

官
1
歳
奉
行
仲
介
に
よ
る
村
方
直
買
納
方
式
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
の
新
仕
法
に
関
し
て
は
、
そ
の
変
更
理
由
が
「
御
蔵
庭

払
直
段
二
而
買
取
候
儀
二
付
、
村
方
入
用
相
減
、
御
救
之
事
」
と
農
民
負
担
の
軽
減
化
に
あ
る
点
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。



で
は
、
そ
の
後
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
十
一
月
に
在
府
代
官
の
連
印
を
も
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
御
廻
米
買
納

叫
旧
把

之
儀
二
付
中
上
候
書
付
」
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
史
料
は
、
二
つ
の
諮
問
事
項
に
対
す
る
在
府
代
官
た
ち
の
答
申
書
で
あ
る
が
、

そ
の
諮
問
事
項
と
は
、
①
歳
出
米
の
買
納
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
方
式
を
改
め
、
「
御
蔵
奉
行
江
相
達
置
、
順
々
引
合
候
出
米
有
之
節
、
御
蔵
奉

行
二
両
買
入
、
御
蔵
納
」
し
て
は
ど
う
か
、
②
「
出
米
無
之
、
町
米
買
納
之
節
」
は
、
米
買
入
値
段
と
納
方
諸
入
用
を
明
確
に
別
勘
定
と
す
れ

ば
、
「
買
納
棺
願
候
村
々
、
直
段
取
調
疑
候
儀
」
も
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
諮
問
事
項
か
ら
、
明
和
二
年
以
降
も
蔵
出
米
貫
納
優
先
主
義
の
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
確
認
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
代
官
た
ち

の
答
申
を
み
る
と
、
ま
ず
①
に
対
し
て
は
、
蔵
奉
行
が
一
手
に
員
納
を
ひ
き
う
け
れ
ば
、
石
数
が
集
中
し
て
し
ま
い
、
従
来
歳
出
米
納
仕
法
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
て
き
た
年
貢
米
の
年
内
皆
済
が
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
事
実
上
、
反
対
の
答
申
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
②
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
従
来
の
状
況
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
「
村
方
之
も
の
、
江
戸
表
二
而
、
米
屋
共
相
対
を
以
、
買
入
、
御
蔵
納
」
す
る
場
合
と
、
「
役
所
こ
而
、

直
段
吟
味
之
上
、
買
納
有
之
様
致
度
旨
相
願
」
う
場
合
と
が
あ
っ
た
が
、
近
年
は
後
者
が
一
般
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
異
体

的
な
方
法
と
は
、
「
納
方
会
所
江
戸
表
米
商
人
共
、
並
地
廻
り
百
姓
共
」
に
対
し
て
、
「
領
」
か
ぎ
り
に
値
段
を
つ
け
さ
せ
て
入
札
を
行
い
、
吟
味

の
う
え
、
「
御
蔵
納
迄
一
式
引
請
之
積
」
を
も
っ
て
引
請
人
を
決
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
式
引
請
に
よ
る
貫
納
は
、
村
方
に
と
っ

て
不
都
合
な
も
の
で
は
な
く
、
「
米
直
段
・
納
入
用
何
程
与
申
儀
引
合
、
納
相
済
候
上
、
仕
訳
書
を
以
村
方
江
申
聞
候
ハ
1
、
疑
惑
之
筋
も
有
御

座
間
数
奉
存
候
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
み
て
、
町
米
買
納
に
つ
い
て
も
明
和
二
年
以
降
存
続
す
る
こ
と
、
し
か
も
買
納
に
際
し
て
の
代
官

の
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
代
官
の
吟
味
に
よ
っ
て
一
式
引
請
人
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
い
わ
ば
代
官
仲

介
に
よ
る
町
米
買
納
の
一
式
引
請
方
式
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

叫
旧
爪

と
こ
ろ
が
、
文
化
八
年
二
八
二
）
十
二
月
に
い
た
っ
て
幕
府
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
法
令
を
出
す
。



御
蔵
出
米
又
者
町
米
を
以
、
買
納
い
た
し
来
候
分
、
是
迄
ハ
、
多
分
其
節
請
負
候
者
江
申
付
、
納
入
用
並
切
レ
石
等
一
式
見
込
を
以
、
為
引

受
相
納
候
由
之
処
（
略
）
以
来
、
右
買
納
之
分
者
、
村
々
直
納
被
差
免
、
各
よ
り
買
納
被
差
出
、
御
勘
定
所
よ
り
石
数
御
蔵
江
断
次
第
、
其

国
新
古
相
応
之
御
蔵
出
米
有
之
候
節
（
略
）
御
蔵
奉
行
取
斗
候
積
り
申
渡
候
（
略
）
直
段
之
儀
者
、
御
蔵
奉
行
よ
り
可
相
違
候
間
、
浅
草
御

蔵
江
代
金
相
納
可
被
申
候
（
略
）

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
町
米
の
み
な
ら
ず
蔵
出
米
を
も
ふ
く
め
て
員
納
の
一
式
引
請
方
式
が
明
確
に
否
定
さ
れ
、
村
方
の
直
買
納
と
す
る
こ

と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
文
化
期
頃
ま
で
に
は
、
歳
出
米
に
つ
い
て
も
一
式
引
請
方
式
が
大
勢
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
留
意
す
べ
き
は
、
直
貫
納
に
際
し
て
蔵
方
へ
の
石
数
通
知
は
勘
定
所
が
行
い
、
ま
た
買
納
の
取
斗
い
や
代

金
収
納
は
蔵
奉
行
（
蔵
方
）
が
担
当
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
明
和
二
年
令
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
蔵
出
米
E
貝
納
に
関
す

る
代
官
の
大
き
な
役
割
が
後
退
し
、
か
わ
っ
て
蔵
奉
行
が
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
文

化
人
年
令
は
、
明
和
二
年
令
の
改
訂
で
あ
り
、
と
同
時
に
、
蔵
奉
行
の
重
視
・
一
式
引
請
方
式
の
否
定
と
い
う
点
で
は
、
寛
政
十
年
の
諮
問
事
項

の
政
策
的
実
現
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
際
も
う
一
点
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
改
訂
の
理
由
づ
け
が
、
一
式
引
請

で
は
結
局
村
方
の
「
難
儀
」
と
な
り
、
改
訂
に
よ
っ
て
貿
納
直
段
・
納
入
用
が
軽
減
さ
れ
「
百
姓
共
御
救
」
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
明
和
二
年
年
令
と
同
一
の
論
理
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
五
年
後
の
文
化
十
三
年
に
な
っ
て
、
幕
府
は
「
村
々
江
費
、
無
之
様
」
と
い
う
全
く
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
方
針
を
変
更
す
る
。

す
な
わ
ち
同
年
十
月
に
「
買
納
取
扱
之
義
者
、
御
廻
米
納
方
御
用
達
町
人
共
江
申
渡
候
間
、
被
得
其
意
」
と
村
方
か
ら
の
世
話
料
負
担
規
定
と

、
ド
し

と
も
に
、
貫
納
の
廻
米
納
方
用
達
町
人
た
ち
へ
の
一
括
取
扱
い
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
実
上
の
町
人
員
納
一
式
引
請
方
式

の
公
認
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
蔵
出
米
・
町
米
両
方
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
納
名
主
と
用
達
町
人
と
の
買
納
交
渉
に
関
す



る
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
の
申
渡
や
用
達
町
人
か
ら
の
書
付
に
は
、
「
納
名
主
、
一
式
引
請
之
積
、
申
談
俣
節
は
」
と
か
「
納
入
用
一
式
引
請

（18）

候
節
は
」
と
い
っ
た
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
　
に
は
、
「
江
戸
御
廻
米
御
蔵
納
之
節
（
略
）
買
納
相
願
候
分
、
当
寅
御
年
貢
一
ヶ
年
限
り
、
村
々
直
納

（
I
9
）

差
免
、
各
よ
り
買
納
伺
被
差
出
」
と
、
村
方
直
買
納
が
一
時
的
に
復
活
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
実
は
、
逆
に
天

保
期
ま
で
用
達
町
人
に
よ
る
一
式
引
諸
方
式
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
れ
以
降
も
仕
法
変
更
に
関
す
る

法
令
が
み
ら
れ
な
い
点
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
は
幕
末
期
ま
で
、
こ
の
一
式
引
請
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
患
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
買
納
制
の
構
造
と
特
徴

さ
て
、
さ
き
の
第
〓
即
で
は
、
買
納
制
を
構
成
す
る
四
つ
の
要
件
と
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
従
来
の
理
解
・
説
明
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
前
節
で
の
考
察
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
理
解
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
改
め
て
各
構
成
要

件
の
再
検
討
を
行
い
、
買
納
制
の
構
造
と
特
徴
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
た
い
と
考
え
る
。

ま
ず
、
第
一
の
構
成
要
件
で
あ
る
買
納
理
由
か
ら
み
て
い
こ
う
。
許
可
理
由
と
し
て
自
然
災
害
や
輸
送
中
の
自
然
減
量
・
事
故
等
が
あ
る
こ
と

は
、
す
で
に
第
一
節
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
在
府
代
官
よ
り
の
書
付
に
よ
れ
ば
、
「
年
こ
寄
」

り
発
声
す
る
「
水
腐
米
」
ゆ
え
の
買
納
と
は
別
に
、
関
東
幕
領
の
内
に
は
「
野
方
土
地
悪
敷
、
或
者
冷
水
掛
之
場
所
米
性
不
宜
、
村
々
二
面
船
通

（20）

路
無
之
分
、
馬
附
こ
い
た
し
候
故
、
入
用
多
分
相
掛
候
二
付
、
年
々
買
納
相
願
候
も
有
之
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
頃
の
関
東
幕
領
で
は
、

「
野
方
土
地
悪
敷
」
と
か
「
冷
水
掛
之
場
所
」
と
い
っ
た
い
わ
ば
恒
常
的
な
耕
地
立
地
条
件
、
あ
る
い
は
水
運
の
有
無
と
い
っ
た
こ
れ
ま
た
恒
常



的
な
地
理
的
要
因
に
も
と
づ
く
輸
送
（
経
費
）
条
件
が
買
納
許
可
理
由
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
注
目
す
べ
き
は
、

こ
う
し
た
買
約
が
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
理
由
の
恒
常
性
ゆ
え
に
、
「
年
々
買
納
」
す
な
わ
ち
連
年
の
恒
常
的
な
貫
納
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
拡
大
さ
れ
た
舅
納
理
由
が
、
新
し
い
買
納
形
式
と
結
合
し
た
形
で
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
天
保
十
三
年
（
一

】
珊
血

八
四
二
）
の
申
渡
の
一
節
に
は
「
江
戸
御
地
米
御
蔵
納
之
節
、
納
不
足
並
低
劣
、
又
者
、
年
々
定
式
貫
納
相
願
候
分
」
と
み
え
て
お
り
、
従
来
の

臨
時
的
な
員
納
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
う
し
た
「
定
式
買
納
」
は
、
幕
末
期
に
お
い
て
も
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

同
様
の
事
態
は
、
東
北
や
畿
内
幕
領
で
は
、
す
で
に
十
七
世
紀
後
半
に
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
第
一
節
で
述
べ
た

よ
う
に
、
延
宝
九
年
（
〓
ハ
八
こ
の
出
羽
国
村
山
地
方
の
幕
領
で
は
、
「
山
寄
之
村
々
深
山
近
所
」
ゆ
え
の
「
意
米
」
が
貫
納
理
由
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
「
年
々
買
米
仕
、
御
年
貢
二
相
納
」
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
寛
文
・
貞
享
期
の
和
泉
国
大
鳥
郡
高
石
南
村
で
も
、
「
畑
方

多
御
座
候
」
ゆ
え
に
「
不
足
米
大
坂
二
而
買
米
」
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
畑
方
ゆ
え
の
貫
納
は
、
た
と
え
ば
文
化
二
年
（
一
八
〇

五
）
の
河
内
国
若
江
郡
幕
領
村
々
へ
の
触
書
に
、
賀
納
に
つ
い
て
「
畑
勝
之
村
又
は
無
拠
子
細
に
而
村
方
出
生
米
無
之
候
は
1
、
其
段
願
出
吟
味

（22）

可
請
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
以
降
の
畿
内
幕
領
で
は
、
よ
り
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
諸
事
実
は
、
買
納
許
可
理
由
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
以
上
に
広
範
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
そ
れ
が
災

害
や
事
故
等
の
い
わ
ば
狭
義
の
自
然
的
・
偶
発
的
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
畑
方
等
の
耕
地
立
地
条
件
あ
る
い
は
水
運
の
有
無

と
い
っ
た
地
理
的
な
問
題
は
、
い
わ
ば
広
義
の
自
然
的
か
つ
恒
常
的
条
件
と
い
う
べ
き
内
容
を
も
つ
。
よ
り
広
義
な
、
し
か
も
恒
常
的
な
自
然
的

条
件
を
も
対
象
と
し
た
買
約
、
そ
れ
が
往
往
に
し
て
恒
常
的
買
納
形
態
と
結
合
し
て
い
る
点
も
ふ
く
め
、
こ
の
点
に
幕
領
買
納
制
の
特
徴
の
ひ
と

つ
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

つ
ぎ
に
、
買
納
制
の
第
二
・
第
四
の
構
成
要
件
で
あ
る
出
願
と
許
可
、
お
よ
び
買
納
米
の
購
入
・
納
入
地
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の
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要
件
は
、
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
買
納
仕
法
の
中
心
的
部
分
を
占
め
る
が
、
ま
ず
、
出
願
・
許
可
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
村
－
（
願
書
）
1
代
官
所
－

（
伺
）
1
勘
定
所
と
い
う
経
過
を
た
ど
り
、
勘
定
所
に
お
い
て
裁
許
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

一
方
、
買
納
米
の
購
入
・
納
入
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
本
来
の
納
所
で
行
わ
れ
る
点
は
ま
ち
が
い
な
い
も
の
の
、
購
入
米
に
は
蔵
出
米
と
町
米

の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
各
々
に
よ
っ
て
購
入
・
納
入
仕
法
が
か
な
り
厳
密
に
異
な
り
、
か
つ
仕
法
自
体
大
き
く
変
遷
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
蔵
出
米
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
以
降
は
従
来
の
入
札
に
よ
る
村
方
直
買
納
方

式
か
ら
代
官
－
蔵
奉
行
仲
介
に
よ
る
そ
れ
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
、
と
こ
ろ
が
文
化
期
頃
ま
で
に
は
一
式
引
請
方
式
が
大
勢
と
な
り
、
文
化
八
年

（
一
八
二
）
に
至
っ
て
こ
の
一
式
引
請
方
式
の
否
定
＝
村
方
直
買
納
の
復
活
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
文
化
十
三
年
に
は
逆
に
廻
米
納
方

用
達
町
人
に
よ
る
一
式
引
請
が
公
許
さ
れ
、
以
降
幕
末
期
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
等
が
判
明
す
る
。
一
方
町
米
に
つ
い
て
は
、
明
和
期
頃

に
は
蔵
米
同
様
入
札
に
よ
る
村
方
直
買
納
で
あ
っ
た
が
、
寛
政
期
頃
に
は
江
戸
米
屋
と
村
方
と
の
直
接
交
渉
の
は
か
に
代
官
所
の
手
助
け
を
う
け

た
一
式
引
請
方
式
が
あ
り
、
後
者
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
文
化
八
年
に
な
っ
て
こ
の
一
式
引
請
方
式
は
一
旦
否
定
さ
れ
、
村
方
直
買
納
の
復

活
を
み
た
が
、
同
十
三
年
に
至
っ
て
、
蔵
出
米
買
納
と
も
ど
も
廻
米
納
方
用
達
町
人
に
よ
る
一
式
請
方
式
に
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
、
等
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
仕
法
変
遷
を
み
る
と
き
、
以
下
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
点
と
は
、
最
終
的
に
は
一
式
引
請
方
式
の
公
認
に
至
る
以
上
の

よ
う
な
幕
府
の
対
応
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
ま
た
、
村
方
直
買
納
を
維
持
せ
ん
と
す
る
姿
勢
が
根
強
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
明
和
二
年
令
は
村
方
直
買
納
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
寛
政
十
年
の
諮
問
も
一
式
引
請
方
式
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
文

化
八
年
に
は
、
す
で
に
大
勢
と
な
っ
て
い
た
一
式
引
請
方
式
の
全
面
的
否
定
＝
村
方
直
買
納
の
復
活
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
針
は
、
江
戸
以
外
の
場
合
に
お
い
て
よ
り
顕
著
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
大
坂
で
は
、
寛
政
元
年
に
納
宿
の
廃
止
と
大
坂
蔵
詰
米
の
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村
方
直
納
方
針
が
採
用
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
従
来
「
納
宿
共
立
替
」
で
あ
っ
た
貿
納
資
金
を
、
代
官
所
が
「
御
取
替
金
」
と
し
て
、
し
か
も
無

叫
球
的

利
子
で
用
立
て
る
と
い
う
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
代
官
所
の
直
接
的
な
資
金
援
助
に
よ
る
村
方
直
買
納
の
奨
励
で
あ
る
。
ま
た
京

都
に
お
い
て
も
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
は
、
「
二
条
御
詰
米
之
儀
、
出
生
米
不
差
出
、
他
所
二
両
拝
米
杯
買
請
相
約
、
且
御
当
地
米
商

「H」

人
共
納
入
二
罷
出
候
様
成
儀
、
致
間
敷
旨
」
が
河
内
国
四
郡
の
幕
領
に
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
、
他
所
米
買
納
と
と
も
に
、
買
納

を
ふ
く
む
年
貢
納
入
業
務
へ
の
京
都
米
商
人
の
関
与
が
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
注
目
す
べ
き
第
二
点
と
は
、
寛
政
改
革
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
寛
政
改
革
の
米
穀
政
策
を
考
察
さ
れ
た
竹
内
誠
氏
は
、
そ
の

研
究
の
な
か
で
廻
米
納
方
御
用
達
に
つ
い
て
も
論
及
さ
れ
、
①
江
戸
に
お
い
て
は
買
納
も
ふ
く
め
納
宿
が
年
貢
納
入
業
務
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
、

②
納
宿
廃
止
に
伴
い
業
務
の
一
切
は
寛
政
六
年
に
成
立
す
る
納
方
会
所
と
そ
こ
に
属
す
る
廻
米
納
方
御
用
達
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
、
③
こ
の
会

所
・
御
用
達
方
式
の
採
用
に
よ
り
年
貢
米
収
納
の
円
滑
化
は
実
現
す
る
が
、
米
価
調
節
策
を
も
ふ
く
め
、
こ
う
し
た
会
所
・
御
用
達
方
式
と
い
う

1
．
乃
、

幕
府
と
商
業
資
本
の
新
た
な
連
携
・
結
合
の
あ
り
方
に
、
寛
政
改
革
の
重
要
な
特
徴
を
求
め
る
こ
と
、
等
を
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
買
納
に
関
し
て
の
み
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
提
出
で
き
そ
う
に
恩
わ
れ
る
。
ま
ず
、
右
の
①
に
つ
い

て
は
、
廃
止
前
に
お
け
る
納
宿
の
役
割
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
明
和
二
年
の
歳
出
米
買
納
仕
法
で
は
確
か
に
納
宿

の
関
与
は
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
買
納
仕
法
自
体
は
、
代
官
－
蔵
奉
行
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
貫
納
資
金
の
貸
与
以
外
の
、

実
際
の
員
納
業
務
に
占
め
る
納
宿
の
位
置
・
役
割
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
江
戸
の
場
合
、
E
員
納
仕
法
全
般
の
な
か
で
今
一
度
検
討
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
会
所
・
用
達
方
式
へ
の
切
り
替
え
は
、
少
な
く
と
も
買
納
に
つ
い
て
は
、
寛
政
六
年

段
階
で
は
達
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
達
成
に
は
、
か
な
り
大
き
な
政
策
的
揺
れ
の
認
め
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
節

で
ふ
れ
た
よ
う
に
「
納
方
会
所
」
と
廻
米
御
用
達
と
判
断
さ
れ
る
「
江
戸
表
米
商
人
共
」
の
関
与
が
確
認
で
き
る
の
は
寛
政
十
年
頃
の
町
米
買
納
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に
つ
い
て
で
あ
り
、
蔵
出
米
を
も
ふ
く
め
買
納
取
扱
い
が
一
切
彼
ら
に
任
さ
れ
る
の
は
御
用
達
成
立
か
ら
二
〇
年
以
上
も
経
過
し
た
文
化
十
三
年

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
間
の
文
化
八
年
に
は
、
一
且
は
関
与
の
全
面
否
定
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
諸
事
実
を

③
の
指
摘
と
の
関
連
で
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
少
な
く
と
も
寛
政
改
革
に
お
け
る
年
貢
米
収
納
円
滑
化
政
策
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
当
初
の
予
定
通

り
会
所
・
用
達
方
式
と
し
て
定
着
し
成
果
を
あ
げ
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
時
間
を
必
要
と
し
、
か
つ
そ
の
た
め
に
は
方
式
そ
の
も
の
の
再
検
討

な
い
し
試
行
錯
誤
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
寛
政
改
革
に
特
徴

（26）

的
な
新
た
な
対
商
業
資
本
政
策
に
内
在
す
る
矛
盾
と
そ
の
あ
り
様
に
つ
な
が
る
問
題
で
も
あ
る
よ
う
に
恩
え
る
。

さ
て
、
つ
ぎ
に
第
三
の
構
成
要
件
で
あ
る
貫
納
米
の
品
質
規
定
＝
自
村
米
相
当
原
則
に
移
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
点
の
特
徴

点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
第
一
点
は
、
自
村
米
相
当
原
則
が
、
実
際
は
蔵
出
米
優
先
主
義
と
一
体
と
な
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
明
和
二
年
以
降
打
ち
出
さ
れ
た
こ
の
方
針
は
、
文
化
十
三
年
の
廻
米
納
方
用
達
町
人
一
括
取
扱
令
に
お
い
て
も
「
尤
、
御
蔵
出
米
無

之
、
実
二
無
拠
節
斗
、
町
米
を
以
、
御
蔵
納
之
積
」
と
、
む
し
ろ
明
和
二
年
令
よ
り
も
強
い
調
子
で
指
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
政
策
的
継
続
性

（27）

が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
御
蔵
出
米
な
の
か
。
明
和
二
年
令
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
御
庭
払
直
段
（
浅
草
蔵
か
ら
の
払
米
相
場
）
に
よ
る
賀
納
が
村
方

入
用
の
減
少
に
つ
な
が
る
と
い
う
ね
ら
い
は
確
か
に
あ
ろ
う
が
、
幕
府
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
い
ず
れ
は
商
品
化
さ
れ
、
幕
府
あ
る
い
は

幕
臣
達
の
主
要
な
貨
幣
収
入
源
と
な
る
年
貢
の
品
質
＝
商
品
価
値
の
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
代

官
へ
の
申
渡
に
よ
れ
ば
、
「
御
年
貢
代
米
之
節
、
町
米
買
請
被
納
候
も
有
之
、
右
之
内
に
は
殊
之
外
患
米
井
欠
石
相
立
、
納
に
難
成
」
と
、
町
米

（28）

に
よ
る
買
納
米
の
低
品
質
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
厳
重
な
品
質
検
査
を
へ
て
一
旦
納
入
さ
れ
た
年
貢
米
で
あ
る
歳
出
米
と
比
較
す
れ

ば
、
市
中
商
人
の
取
扱
う
町
米
の
品
質
に
よ
り
ム
ラ
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
貫
納
米
の
品
質
＝
商
品
価
値
の
保
持
は
、
蔵
出
米
の
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購
入
・
再
納
入
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
よ
り
安
定
的
に
確
保
し
え
た
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
第
二
の
特
徴
点
と
は
、
自
村
米
相
当
原
則
が
実
際
に
は
同
国
米
原
則
さ
ら
に
同
国
米
相
当
原
則
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
節
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
そ
の
日
村
米
相
当
原
則
は
、
明
和
二
年
令
で
は
「
何
国
米
代
相
応
之
出
米
」
、
ま
た
文
化
八
年

の
村
方
直
貿
納
令
で
は
「
其
国
新
古
相
応
之
御
蔵
出
米
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
同
国
米
な
い
し
同
国
米
相
当
で
あ
れ
ば
良

し
と
す
る
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
村
の
産
米
を
基
準
に
男
納
米
を
選
択
す
る
と
い
う
作
業
は
実
際
に
は
困
難
で
あ
り
、
品
質

保
持
と
い
う
白
村
米
相
当
原
則
の
本
来
の
目
的
か
ら
み
て
も
、
こ
う
し
た
方
針
は
妥
当
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
さ
き
に
み
た
蔵
出
米
優
先

主
義
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
は
買
納
米
品
質
規
定
に
関
わ
る
一
般
的
方
針
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

む
　
　
す
　
　
び

以
上
、
本
稿
で
は
江
戸
貫
納
仕
法
の
考
察
を
中
心
と
し
つ
つ
、
幕
領
買
納
制
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
第
三
節
で
は
、
寛
政
改
革
と
の
関
連

性
に
つ
い
て
も
若
干
の
論
及
を
試
み
た
が
、
買
納
制
と
は
何
か
と
い
う
本
稿
の
本
来
の
課
題
に
立
ち
返
っ
て
以
上
の
考
察
を
要
約
す
れ
ば
、
お
お

よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
　
近
世
幕
領
に
お
け
る
貫
納
制
と
は
、
諸
国
幕
領
か
ら
な
さ
れ
る
年
貢
米
納
入
の
最
終
段
階
（
納
所
地
）
に
お
け
る
納
入
不
足
米
の
追
加
購

入
・
再
納
入
制
度
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
、
十
七
世
紀
後
半
に
は
確
認
で
き
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
十
七
世
紀
前
半
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の

と
判
断
さ
れ
る
。

②
　
買
納
は
、
村
方
か
ら
の
出
願
を
う
け
、
勘
定
所
が
裁
許
す
る
が
、
許
可
理
由
は
自
然
災
害
・
事
故
の
み
な
ら
ず
、
耕
地
立
地
条
件
や
地
理



的
条
件
な
ど
の
広
義
の
自
然
的
条
件
が
ふ
く
ま
れ
、
そ
の
場
合
に
は
、
連
年
の
恒
常
的
貫
約
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。

③
　
購
入
米
は
自
村
相
当
原
則
が
と
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
蔵
出
米
優
先
主
義
と
同
国
米
な
い
し
同
国
米
相
当
原
則
に
よ
っ
て
運

用
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
が
、
年
貢
米
の
品
質
日
商
品
価
値
を
保
持
す
る
た
め
の
一
般
的
方
針
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

④
　
購
入
・
納
入
の
仕
法
は
、
村
方
直
買
納
方
式
が
基
本
だ
が
、
納
所
地
・
時
期
に
よ
っ
て
か
な
り
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
相
違
は
寛
政
改
革

期
～
文
化
期
を
画
期
と
し
て
固
定
化
す
る
が
、
会
所
・
御
用
達
方
式
は
、
む
し
ろ
江
戸
に
特
徴
的
な
仕
法
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

以
上
が
考
察
の
要
点
で
あ
り
、
い
わ
ば
幕
領
買
納
制
の
内
容
説
明
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
史
的
意
義
は
、
こ
う
し
た
制
度
が
、
あ
く
ま
で
も

石
高
制
、
当
面
、
幕
領
に
お
け
る
米
納
年
貢
制
を
最
終
的
に
維
持
し
補
完
し
て
い
る
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
買
納
制
は
具
体
的
な
年
貢

米
納
入
過
程
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
幕
領
貢
税
制
度
の
全
体
系
下
に
お
い
て
も
、
最
終
的
な
米
的
年
貢
制
の
維
持
・
補
完
制
度
と
し
て
の
位
置
と

役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
う
し
た
買
納
制
は
、
結
局
は
農
民
の
負
担
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
不
良
米
を
再
納
入
す
る
場
合
は
勿
論
、
耕
地
条
件
等
か
ら
当
初
よ
り
買
納
を
予
定
す
る
場
合
で
も
、
買
納
に
伴

う
村
役
人
の
滞
在
費
そ
の
他
の
出
費
を
勘
案
す
れ
ば
、
買
約
は
明
ら
か
に
本
来
の
貢
税
負
担
以
上
の
負
担
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
節
で

も
ふ
れ
た
よ
う
に
幕
府
は
村
方
入
用
の
削
減
を
理
由
に
買
納
仕
法
を
改
め
る
わ
け
だ
が
、
改
正
さ
れ
た
は
ず
の
仕
法
が
全
く
同
様
の
理
由
か
ら
再

び
改
正
さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
く
り
か
え
し
は
、
一
時
的
に
は
と
も
か
く
、
容
易
に
は
負
担
の
軽
減
化
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
主
要
に
制
度
史
的
考
察
を
通
じ
て
、
幕
領
買
納
制
の
構
造
の
解
明
に
つ
と
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
し

え
た
の
は
、
い
わ
ば
本
来
の
形
と
し
て
の
貫
納
制
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
近
世
中
期
以
降
の
畿
内
幕
領
で
は
、
こ
こ
で
述
べ
た

よ
う
な
貫
納
形
態
・
制
度
と
は
大
幅
に
異
な
る
状
況
が
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提
条
件
と
も
な
る
べ
き
米
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穀
市
場
の
問
題
と
も
ど
も
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

〔註〕
（
1
）
　
『
経
済
史
学
入
門
』
（
廣
文
杜
、
一
九
六
六
年
）
の
「
貢
租
」
項
目
。

（
2
）
　
紙
面
の
制
約
か
ら
研
究
史
に
つ
い
て
は
十
分
ふ
れ
え
な
い
が
、
六
〇
年
代
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
註
（
1
）
の
森
氏
の
論
考
が
、
ま
た
近
年
の
状
況
に

つ
い
て
は
渡
辺
忠
司
「
幕
領
体
制
論
に
お
け
る
貢
租
研
究
の
発
展
の
た
め
に
」
（
『
歴
史
評
論
』
三
二
ハ
号
、
一
九
七
六
年
）
、
『
日
本
近
世
史
研
究
事
典
』

（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
3
）
　
『
復
刻
・
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
、
二
七
〇
頁
（
柏
書
房
、
一
九
六
五
年
）
。

（
4
）
　
『
布
施
市
史
』
第
二
巻
、
三
一
四
頁
（
森
杉
夫
氏
執
筆
箇
所
）
。

（
5
）
　
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
第
五
巻
、
八
〇
～
八
一
頁
。
本
史
料
は
従
来
か
ら
の
買
納
を
原
則
と
し
て
中
止
し
、
金
納
と
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
が
、
年

月
日
は
不
明
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
金
納
値
段
は
「
其
時
々
之
張
紙
直
段
米
三
拾
五
石
に
付
金
四
両
高
、
銀
納
之
場
所
は
右
割
合
を
以
、
米

壱
石
に
付
銀
六
匁
高
之
積
」
と
指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
記
述
は
、
享
保
十
九
年
「
濡
沢
手
米
撰
出
等
之
定
」
（
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』
第
三
〇
巻
、

六
三
二
貝
）
に
み
え
る
「
納
不
足
に
成
候
分
（
略
）
享
保
十
巳
年
（
略
）
冬
御
張
紙
直
段
二
四
両
高
、
上
方
筋
者
三
歩
一
直
段
米
壱
石
一
】
付
六
匁
高
二
銀

納
致
候
」
と
い
う
記
述
内
容
と
は
ぼ
一
致
し
、
本
史
料
は
お
そ
ら
く
は
享
保
十
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
森
氏
が
指
摘
さ
れ
た
享
保
十
七
年
令

に
お
い
て
、
従
来
は
正
米
さ
し
か
え
か
ま
た
は
金
納
と
出
て
く
る
の
も
、
享
保
十
年
段
階
で
、
一
旦
買
納
が
停
止
さ
れ
、
金
納
化
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

（
6
）
　
『
高
石
市
史
』
第
三
巻
、
二
〇
～
二
l
寛
。
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（
7
）
　
『
高
石
市
史
』
第
三
巻
、
一
四
九
・
七
三
五
頁
。

へ
8
）
　
伊
豆
田
忠
悦
「
流
域
社
会
に
お
け
る
商
品
生
産
の
展
開
」
、
二
五
頁
（
『
地
方
史
研
究
』
一
八
四
号
、
一
九
八
三
年
）
。
な
お
、
羽
州
村
山
地
方
の
幕
領
で

は
、
文
政
・
天
保
期
に
お
い
て
も
江
戸
買
納
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
青
木
美
智
男
「
天
保
期
羽
州
村
山
地
方
の
農
民
闘
争
」
、

『
幕
藩
制
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
所
収
、
一
九
七
七
年
）
。

（
9
）
　
『
続
堺
市
史
』
第
四
巻
、
四
〇
一
頁
。

（
1
0
）
　
浅
沼
正
明
「
関
東
に
於
け
る
近
世
初
期
貢
租
米
江
戸
廻
漕
機
構
の
成
立
過
程
」
（
『
歴
史
地
理
』
九
〇
巻
三
・
四
号
、
一
九
六
二
・
六
三
年
）
、
佐
々
木
潤

之
介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
、
個
別
分
析
A
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
四
年
）
等
。

（
1
1
）
　
大
野
瑞
男
「
大
坂
城
米
に
つ
い
て
」
、
一
九
八
百
（
『
政
治
経
済
の
史
的
研
究
』
所
収
、
巌
南
堂
書
店
、
一
九
八
三
年
）
。

（
1
2
）
　
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
第
一
巻
、
二
九
四
～
三
〇
〇
頁
。
こ
の
筑
前
屋
の
請
負
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
森
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
『
布
施
市
史
』
第
二
巻
、
　
1
7

1

三
一
五
頁
）
。

（
1
3
）
　
『
牧
民
金
鑑
』
上
、
五
九
二
頁
。

（
1
4
）
　
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
の
「
御
殿
御
勘
定
勤
方
」
に
よ
れ
ば
（
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
第
八
巻
、
六
一
〇
百
）
、
江
戸
・
大
坂
廻
米
の
買
納
手
続
き
に

つ
い
て
「
不
足
之
分
、
於
御
蔵
、
買
納
い
た
し
度
由
、
百
姓
相
願
候
得
は
、
其
旨
御
代
官
・
御
預
所
役
所
よ
り
伺
候
に
付
、
吟
味
之
上
、
申
渡
候
」
と
明
確

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
「
下
御
勘
定
所
掛
々
に
て
取
扱
候
事
」
に
も
「
買
納
御
添
帳
」
の
一
項
が
あ
り
、
「
是
者
、
冬

二

∴

／

に
買
納
に
候
得
者
、
御
蔵
新
古
出
来
米
・
町
米
、
春
夏
に
買
納
に
候
得
ば
、
古
米
を
ば
除
き
裏
書
い
た
し
、
尤
文
言
は
定
例
有
之
候
」
と
あ
る
　
（
『
日
本
財

政
経
済
史
料
』
第
四
巻
、
〓
一
重
）
。
こ
れ
ら
で
み
る
限
り
で
は
、
貫
納
は
江
戸
城
本
丸
の
御
殿
勘
定
所
、
大
手
門
内
の
下
勘
定
所
の
両
所
に
お
い
て
取

扱
わ
れ
て
い
た
も
の
と
患
わ
れ
る
。



（
1
5
）
　
『
牧
民
金
鑑
』
上
、
六
二
〇
～
六
二
三
頁
。

（
1
6
）
　
『
牧
民
金
鑑
』
上
、
六
二
三
～
六
二
四
頁
。

（
1
7
）
　
『
牧
民
金
鑑
』
上
、
六
二
六
頁
。

（
1
8
）
　
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
第
五
巻
、
七
七
頁
。

（
1
9
）
　
『
牧
民
金
鑑
』
上
、
六
三
三
百
。

（
2
0
）
　
註
（
1
5
）
前
掲
史
料
。

（
2
1
）
　
註
（
1
9
）
前
掲
史
料
。

（
2
2
）
　
関
西
大
学
法
制
史
学
会
・
経
済
学
会
経
済
史
研
究
室
共
編
『
大
阪
周
辺
の
村
落
史
料
』
第
四
韓
、
一
三
〇
百
（
一
九
五
八
年
）
。

（
2
3
）
　
『
牧
民
金
鑑
』
上
、
六
〇
三
～
六
〇
四
頁
。

（
2
4
）
　
『
河
内
長
野
市
史
』
第
六
巻
、
一
〇
七
頁
。

（
2
5
）
　
竹
内
誠
「
寛
政
改
革
と
米
方
御
用
達
の
成
立
」
（
『
歴
史
教
育
』
九
巻
一
〇
号
、
一
九
六
一
年
）
。

（
2
6
）
　
江
戸
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
事
態
は
、
三
部
に
共
通
す
る
政
策
基
調
（
村
方
直
買
納
方
針
）
の
存
在
と
い
う
前
述
の
指
摘
と
も
あ
わ
せ
考
え
る
と
き
、

用
達
町
人
に
よ
る
一
式
引
請
と
い
う
方
式
が
、
む
し
ろ
寛
政
期
以
降
の
江
戸
に
特
徴
的
な
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
7
）
　
註
（
1
7
）
前
掲
史
料
。
な
お
、
摂
河
村
々
惣
代
よ
り
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
出
さ
れ
た
願
書
に
よ
れ
ば
、
「
米
納
之
分
ハ
、
京
・
大
坂
御
蔵
納
御
割

賦
辻
ハ
、
米
症
悪
敷
候
共
、
情
々
撰
立
、
出
生
米
納
可
仕
候
間
、
村
々
残
石
之
儀
ハ
、
浅
草
御
蔵
出
米
買
納
被
為
仰
付
成
下
度
、
御
願
奉
申
上
候
」
と
あ
り
、

幕
末
期
に
至
っ
て
も
蔵
出
米
買
納
優
先
主
義
の
持
続
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
『
藤
井
寺
市
史
』
第
七
巻
、
二
五
一
頁
）
。

18

（
2
8
）
　
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
第
一
巻
、
三
〇
七
五
。

（
奈
良
教
育
大
学
教
育
学
部
）




